
 

保険外負担に関する事項について 
 

当診療所では、証明書・診断書などにつきましては、その利用回数に応じた料金（実費相当

額）のご負担をお願いしております。  

                                          （表示金額は消費税込み価格です） 

日
常
生
活
用
品 

ライフリー横モレ安心テープ  S サイズ １枚 88  円 

ライフリー横モレ安心テープ  M サイズ １枚 96  円 

ライフリー横モレ安心テープ  L サイズ １枚 113  円 

ライフリーリハビリパンツレギュラー S １枚 77  円 

ライフリーリハビリパンツレギュラー M １枚 84  円 

ライフリーリハビリパンツレギュラー L １枚 92  円 

ライフリーリハビリパンツレギュラー ＬＬ １枚 101  円 

ライフリー外モレ安心パッド 男女兼用 １枚 29  円 

ライフリー長時間さらさらパッド １枚 39  円 

ライフリー一晩中安心パッド ウルトラ １枚 61  円 

ライフリーフラットタイプ レギュラー １枚 37  円 

診
断
書
等 

生命保険用診断書 1 通 5,500  円 

年金関係診断書 1 通 5,500  円 

普通診断書・健康診断書 1 通 2,200  円 

死亡診断書・死亡診断書コピー 1 通 3,300  円 

死体検案書 １通 5,500  円 

おむつ証明書 1 通 1,100  円 

その他診断書 1 通 2,750 円 

その他複雑な診断書 1 通 5,500 円 

その他証明書 1 通 1,100  円 

その他複雑な証明書 1 通 2,200 円 

そ
の
他 

 

ネオフィードシリンジ 20ｍｌ（オレンジ色 カテーテルテーパー用） １本 131  円 

ニューハレＡＫＴ ＳＳ（2.5cm） １巻 394  円 

ニューハレＡＫＴ Ｓ（5cm） １巻 787  円 

サージット３０ NSD３-２（60×70） １枚 60  円 

サージット３０ NSD３-３（80×90） １枚 80  円 

サージット３０ NSD３-４（100×150） １枚 149  円 

サージット P  NSDP-3(80×120） １枚 110  円 

デュオアクティブ ET 7.5×7.5 １枚 620  円 

デュオアクティブ ET スポット 3.8×4.4 １枚 168  円 

モイスキンパッド ミニ 滅菌済 １袋 47  円 

モイスキンパッド ７５１０ 滅菌済 １袋 93  円 

モイスキンパッド １５１５ 滅菌済 １袋 115  円 

メディマット Ｓサイズ（32×45） １枚 14  円 

メディマット Ｌサイズ（60×90） １枚 73  円 

検査用パンツ フリー １枚 92  円 

フィルフィックスプラス №60（60×90） １枚 68  円 

診察券（再発行料） １枚 50  円 

サンケンクリン食（大腸検査） １ｾｯﾄ 1,000  円 

死後処置料 １回 2,700  円 

死後処置セット エンゼルウェイ・フォーム鼻腔用（顔あて付） １ｾｯﾄ 3,300  円 



往診交通費 １回 500  円 

（ＣＴ、胸部レントゲン、内視鏡）他医療機関への画像診断ＣＤ作成料 １枚 無料 円 

シルキーポアドレッシング 1 枚 40  円 

エラスコット ３号 1 巻 329 円 

エラスコット ４号 1 巻 484  円 

ストッキネット ３号 1 個 4,343  円 

アンクルサポート 1 個 5,808  円 

ニーケアー・ＯＡ３ 1 個 7,260  円 

エクスエイドアンクル６ 1 個 6,600  円 

エクスエイド ニー アクティブＭ 1 個 6,468 円 

ファシリエイドサポーター 足首マルチ 1 個 3,168  円 

ファシリエイドサポーター 母指 1 個 2,250 円 

ＣＶストッキング ライト 膝下 1 組 3,300 円 

三角巾 中サイズ 1 個 284  円 

三角巾 大サイズ 1 個 329  円 

マスク 1 枚 10 円 

予

防

接

種 

麻しん風しん（タケダ） 1 回 10,000  円 

二種混合（ジフテリア・破傷風） 1 回 6,600 円 

帯状疱疹（生ワクチン） 1 回 8,900  円 

帯状疱疹（組換えワクチン） 1 回 22,100  円 

高齢者肺炎球菌 1 回 11,800 円 

風しん抗体検査 HI 法 1 回 6,800 円 

風しん抗体検査 EIA 法 1 回 7,900 円 

なお、衛生材料等の治療（看護）行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」につい

ての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用徴収は、一切しておりません。 
令和 8 年 4 月 

 


